
 

2023(令和5)年度 寺院公開講座・講演会開催助成金交付要項 

 

１．趣 旨  「あらたなご縁づくり」を目的とした公開講座・講演会の開催に対して助成金を

交付いたします 

 

２．交付対象   ①次の要件すべてに該当する東京教区内寺院（一般寺院、非法人寺院）が開催    

する【会場参加型】の公開講座・講演会 

・開催日が2023年度内であること 

  ・既存門徒以外の方々の参加を主たる目的とした内容であること 

・貸会場、公民館、市民ホール等、一般の方が参加しやすい会場を利用し 

ていること（※寺院を会場としての開催は対象外となります） 

②次の要件すべてに該当する東京教区内寺院（一般寺院、非法人寺院）が開 

催する【ライブ配信】の公開講座・講演会（オンラインイベント） 

・開催日が2023年度内であること 

          ・既存門徒以外の方々の参加を主たる目的とした内容であること 

          ・配信が広く一般に公開されていること 

 

３．助 成 金  (1)1回の開催につき 5万円を交付いたします 

(2)寺院2ヵ寺以上で合同開催する場合は 10万円を限度といたします 

4．助 成 金     ※但し、1ヵ寺における年度交付は2回とさせていただきます 

                    

４．申請手続   (1)公開講座・講演会開催後、１ヵ月以内に所定の申請書に必要事項を記入のう     

え、伝道企画部〈開教推進担当〉宛にご申請ください 

(2)申請書を受理した後、伝道企画部〈開教推進担当〉にて事務処理を行います 

(3)事務処理完了後、助成金を所定の振込口座に振込いたします 

(4)助成金振込後、領収書に署名・捺印のうえ、当部までご返送ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．注意事項  （1）開催する場合は、事前に伝道企画部〈開教推進担当〉にご相談ください 

(2) 同一講座につき、【会場参加型の公開講座】と【ライブ配信型の公開講座】 

両方での助成金交付申請は受付いたしかねます。 

     （3）合同開催する場合は、代表者を決めて連名で申請ください 

（4）本派寺院だけでなく、他宗派・外部団体との共催も助成対象とさせていた 

だきます                       

（裏ページへつづく） 

【交付対象①：会場参加型】助成金申請に必要な書類 

・申請書  ※書式別添 

・報告書 ※書式自由 

・会場利用を証明する書類（領収書等） 

・広報の実績（チラシ、パンフレット） 

【交付対象②：ライブ配信】助成金申請に必要な書類 

・申請書 ※書式別添 

・報告書 ※書式自由 

・広報の実績（チラシ・パンフレット等） 

・ライブ配信したことが確認できる書類（配信のレポート等） 



 

当助成金制度のウェブページはこちらです。 

申請書書式のダウンロードができます。 

専用の問い合わせフォームもございますので、お気軽

にご相談、お問合せください。 

 

６．申込窓口  築地本願寺 伝道企画部〈開教推進担当〉 

  〒104-8435 東京都中央区築地 3-15-1 

   TEL：03-3541-1131 

   FAX：03-3545-1100 

   MAIL:kaikyo@tsukijihongwanji.jp 

 

 

以 上 
 

築地本願寺 寺院公開講座 



 
2023(令和5)年度 寺院公開講座・講演会開催助成金交付申請書 

 
年   月   日 

築地本願寺宗務長 様 

          申請者 （代表） 

                         組     寺           印 

 

※合同で開催する場合は下記に記入してください 

      組     寺           印 

      組     寺          印 

 

このたび、当寺におきまして次の通り行事を開催いたしましたので、助成金を交付いただきた

く、報告書を添えて申請いたします。 

記 

助成金申請額 ￥           ．－ 

行事名称 
 
 

開催日時 
 

年   月   日 

開催方法 
（どちらかに〇） 

 
      会場参加型         ライブ配信 

会 場 名 
 
 
 

 
参加人数 
 

 
    名 
 

振 込 先 

        
      銀行       支店        預金 

 
 口座番号                        
 
 口座名義                          

口座名義カナ                          

※開催後１ヵ月以内にご提出ください（４月開催分は５月末日まで） 
※申請内容によっては助成金を交付できない場合もあります 
※複数寺院で開催の場合は、代表する寺院の口座に振り込みます 
※申請に必要な書類については、別途要項をご確認ください 

［2023年4月1日付策定］ 


